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Ｑ
源
泉
徴
収
票
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ
給
与
や
退
職
金
、
年
金
を
も
ら
っ
た
者
は
、
支
給
先
か
ら
源
泉
徴
収
票
が
渡
さ

れ
ま
す
。

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
は
、
給
与
の
支
給
先
が
受
給
者
に
対
し
て
暦
年
（
一
月

一
日
か
ら
一
二
月
三
一
日
）
に
お
け
る
給
与
総
額
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
額
（
以

下
、
源
泉
徴
収
税
額
と
い
い
ま
す
。）
な
ど
を
証
明
し
て
交
付
す
る
書
類
で
す
。
中
途

退
職
者
は
、
退
職
日
ま
で
に
支
給
さ
れ
た
給
与
総
額
と
源
泉
徴
収
税
額
が
記
載
さ
れ
、

一
年
を
通
じ
て
勤
務
し
て
い
る
者
は
、
そ
の
勤
務
先
で
年
末
調
整
と
い
う
も
の
が
行
わ

れ
た
後
に
、
源
泉
徴
収
票
が
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

〔
源
泉
徴
収
票
に
つ
い
て
〕

源
泉
徴
収
票
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
例
示
を
用
い
て
説
明
し
て
い
き
ま

す
（
参
考
資
料

：

国
税
庁
か
ら
出
て
い
る
「
平
成
二
〇
年
分
年
末
調
整
の
し
か
た
」

五
六
頁
を
参
考
に
源
泉
徴
収
票
を
作
成
し
て
い
ま
す
。）

源
泉
徴
収
票
の
①
の
段
の
「
住
所
」、「
氏
名
」
に
つ
い
て
は
、「
給
与
所
得
者
の
扶

養
控
除
等
（
異
動
）
申
告
書
」
に
基
づ
い
て
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

身
近
な
税
金
相
談
（
第
五
回
）

源
泉
徴
収
票
の
見
方
に
つ
い
て

佐々木 良
税理士

【ささき りょう】1973年千葉県生まれ。
2001年12月税理士試験合格後、会計事務
所に勤務し実務経験を積み、2004年8月に
税理士登録。2007年8月に独立開業。法人、
個人の会計指導や税務業務を行っている。

①

②

③

④

⑤



65 Vol .91

②
の
段
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。「
支
払
金
額
」
の
六
七
九
万
九
〇
〇
〇

円
は
、
山
川
太
郎
さ
ん
の
平
成
二
〇
年
分
の
給
与
総
額
に
な
り
ま
す
。「
給
与
所
得
控

除
後
の
金
額
」
の
四
九
一
万
九
一
〇
〇
円
は
、所
得
税
の
課
税
対
象
に
な
る
金
額
で
す
。

こ
の
金
額
は
、
支
払
金
額
を
給
与
所
得
控
除
後
の
金
額
を
算
定
す
る
表
に
あ
て
は
め
て

計
算
し
ま
す
。「
所
得
控
除
の
額
の
合
計
額
」
の
二
四
八
万
七
六
一
〇
円
は
、
③
の
段

の
控
除
対
象
配
偶
者
と
扶
養
親
族
の
数
か
ら
控
除
額
を
計
算
し
、
さ
ら
に
社
会
保
険

料
等
の
金
額
、
生
命
保
険
料
の
控
除
額
、
地
震
保
険
料
の
控
除
額
と
項
目
が
印
字
さ

れ
て
い
な
い
基
礎
控
除
額
を
加
算
し
た
金
額
に
な
り
ま
す
。「
源
泉
徴
収
税
額
」
の
五

六
〇
〇
円
は
、
山
川
太
郎
さ
ん
の
平
成
二
〇
年
分
の
所
得
税
確
定
額
に
な
り
ま
す
。

③
、
④
、
⑤
の
段
に
つ
い
て
は
、
主
に
所
得
控
除
を
表
す
欄
に
な
っ
て
い
ま
す
。（
③

の
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
額
」
④
の
「
摘
要
欄
」、⑤
の
「
中
途
就
・
退
職
」、「
受

給
者
生
年
月
日
」を
除
く
）「
控
除
対
象
配
偶
者
の
有
無
等
」の「
有
」欄
の
米
印（
＊
）と
、

「
扶
養
親
族
の
数
」
の
「
そ
の
他
」
欄
の
二
人
と
は
、「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
（
異

動
）
申
告
書
」
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
控
除
額
に
つ
い
て
は
、
配
偶
者
控
除

額
は
三
八
万
円
、
扶
養
控
除
（
※
１
）
に
つ
い
て
も
一
人
当
た
り
三
八
万
円
で
す
の
で
、

こ
の
場
合
は
二
人
分
の
七
六
万
円
と
な
り
ま
す
。「
社
会
保
険
料
等
の
金
額
」
の
八
三

万
九
〇
六
〇
円
は
山
川
太
郎
さ
ん
が
平
成
二
〇
年
分
に
給
与
か
ら
控
除
さ
れ
た
社
会

保
険
料
等
の
金
額
で
す
。「
生
命
保
険
料
の
控
除
額
」
の
八
万
三
七
五
〇
円
、「
地
震

保
険
料
の
控
除
額
」
の
四
万
四
八
〇
〇
円
は
「
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除
申
告
書 

兼 

給
与
所
得
者
の
配
偶
者
特
別
控
除
申
告
書
」
に
書
か
れ
た
支
払
保
険
料
額
を
基
に

計
算
さ
れ
た
控
除
額
に
な
り
ま
す
。
最
後
に
、
所
得
控
除
の
項
目
が
印
字
さ
れ
て
い
な

い
基
礎
控
除
額
の
三
八
万
円
を
加
算
し
て
み
る
と
、
上
記
②
の
「
所
得
控
除
の
額
の

合
計
額
」
の
二
四
八
万
七
六
一
〇
円
に
な
り
ま
す
。

③
の
段
に
あ
る
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
額
」
の
一
四
万
円
は
、「
平
成
二
〇

年
分
給
与
所
得
者
の
（
特
定
増
改
築
等
）
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
申
告
書
」
に
基

づ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
（
※
２
）。

④
の
段
に
あ
る
「
個
人
年
金
保
険
料
の
金
額
」
の
八
万
九
〇
〇
〇
円
と
「
旧
損
害

保
険
料
の
金
額
」
の
一
万
九
六
〇
〇
円
は
、
平
成
二
〇
年
分
の
支
払
額
を
示
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
支
払
額
は
、「
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除
申
告
書 

兼 

給
与
所
得

者
の
配
偶
者
特
別
控
除
申
告
書
」
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
な
り
ま
す
。

〔
年
末
調
整
に
つ
い
て
〕　

年
末
調
整
と
は
、
勤
務
先
か
ら
就
職
時
に
配
布
さ
れ
る
「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控

除
等
（
異
動
）
申
告
書
」
と
、
年
末
に
配
布
さ
れ
る
「
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除

申
告
書 

兼 

給
与
所
得
者
の
配
偶
者
特
別
控
除
申
告
書
」
に
必
要
事
項
を
記
載
し
て

会
社
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
所
得
の
控
除
項
目
を
確
定
さ
せ
て
、
こ
れ
を
考
慮
し

た
最
終
的
な
年
間
の
所
得
税
額
を
算
定
し
、
そ
の
所
得
税
額
と
給
与
支
給
時
に
源
泉

徴
収
さ
れ
た
所
得
税
の
総
額
と
の
過
不
足
額
を
求
め
、
そ
の
差
額
を
徴
収
又
は
還
付
す

る
と
い
う
一
連
の
精
算
手
続
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
年
末
に
な
る
と
、「
勤
務
先
か
ら
税

金
が
戻
っ
て
き
た
。」
と
い
う
話
を
耳
に
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
年
末
調
整
に
よ
り
毎
月

の
給
与
か
ら
控
除
さ
れ
て
い
た
源
泉
徴
収
税
額
が
多
す
ぎ
た
た
め
に
還
付
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。

し
か
し
、
年
末
調
整
で
は
対
応
で
き
な
い
精
算
手
続
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
上
記

の
源
泉
徴
収
票
の
③
、
④
、
⑤
の
段
に
示
さ
れ
て
い
な
い
医
療
費
控
除
や
雑
損
控
除
な

ど
で
す
。
こ
れ
ら
の
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
確
定
申
告
を
行
う
こ
と
が
必

要
で
す
。た
だ
し
、④
の
段
に
あ
る
住
宅
借
入
等
特
別
控
除
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、

一
年
目
の
み
税
務
署
に
登
記
事
項
証
明
書
や
住
民
票
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
確
定
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
際
、
源
泉
徴
収
票
も
提
出
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
二
年
目
以
降
は
年
末
調
整
に
よ
り
税
額
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
給
与
を
二
カ
所
以
上
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
も
、
確
定
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勤
務
先
か
ら
渡
さ
れ
る
源
泉
徴
収
票
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

最
後
に
、
年
の
中
途
で
仕
事
を
退
職
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
退
職
後
、
働
か
な
か
っ

た
場
合
は
原
則
と
し
て
確
定
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
退
職
後
に
新
し
い
職

場
で
働
き
だ
し
た
場
合
は
、
新
し
い
勤
務
先
に
前
職
分
の
源
泉
徴
収
票
を
提
出
す
る
こ

と
で
年
末
調
整
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
※
１
）
扶
養
控
除
は
、
配
偶
者
以
外
の
生
計
を
一
に
す
る
親
族
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

（
※
２
）
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
は
、
所
得
税
額
か
ら
直
接
控
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
税
額
控
除
で
す
。

な
お
、
本
稿
は
原
則
と
し
て
、
平
成
二
〇
年
九
月
一
日
現
在
の
法
令
等
に
基
づ
い
て

作
成
し
て
お
り
ま
す
。


